
市役所・町役場用（市立・町立学校及び一部事務組合設置施設を含む） 
 

構成市町による一般廃棄物の直接搬入届出書 
 

令和　　年　　月　　日 
種子島地区広域事務組合管理者　殿 

 
申請者　所属　西之表市役所 ・ 中種子町役場 

　　　　　課等　 
　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　㊞ 

（自署の際は押印不要） 
TEL                FAX                 

　種子島地区広域事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例第８条第２項

（手数料規定適用除外）に基づく一般廃棄物の直接搬入について、下記のとおり届け出ます。 
 

構成市町による一般廃棄物の直接搬入届出受理証 
 

令和　　年　　月　　日 
　　　　　　　　　　　　　　　　殿 
 
　令和　　年　　月　　日付の届出について、次のとおり受理します。 
《受理番号“　　　　　　”》 
 
【受理に当たっての条件】 

１．搬入する一般廃棄物の取り扱いは、各市町のごみの分け方に従ってください。 
　（長尺物は 60cm 以内に切断する、可燃物と不燃物の分別をしっかり行う、など） 
２．手数料は、適用対象外とします。 
３．搬入日は、令和　　年　　月　　日（　　）とします。 

 
種子島地区広域事務組合 
管理者　八板　俊輔　　㊞

 

一般廃棄物の種類

□　個人情報等が記載された書類（古紙）

 
□　上記以外の事業系一般廃棄物

 
一般廃棄物の重量 　　　　　㎏（わからない場合は空欄で可→センターにて計量）

 
搬入予定日 　令和　　年　　月　　日（　　）

 
備 考 　

 

 


